
第１号議案 

２０２１年度会費及び特別会費の請求について 

（案) 

定款第５４条に定める会費及び定款第５５条に定める特別会費について、 

２０２１年度分を、下記のとおり請求する。 

記 

１．会費 

① 請求対象：２０２１年４月１日時点の会員※：１，６４５者

（会員内訳）

一般送配電事業者： １０者 

送電事業者   ：  ３者 

特定送配電事業者： ３４者 

小売電気事業者 ：７１３者 

発電事業者   ：９５６者 

※４月２日（金）以降に加入した会員については、加入の都度請求。 

② 請求金額：１会員につき１万円（消費税不課税）

③ 請求書 ：別紙１のとおり

④ 請求書発行方法：第２６６回理事会第２号議案にて議決された「会員情

報管理システム（二次開発）開発業務委託の実施について」、及び、第２

７０回理事会第６号議案にて議決された「会員情報管理システム（二次

開発） 開発業務委託契約の締結について」に基づき、会員情報管理シス

テムを介し請求書を発行することとする。

⑤ 請求日（予定）※：２０２１年４月１９日（月）

※請求日は会員情報管理システム二次開発の運用開始日である２０２１

年４月１９日（月）以降とする。

⑥ 支払期限：２０２１年５月１８日（火）

２．特別会費 

① 請求対象：２０２１年４月１日時点の一般送配電事業者たる会員１０者

② 請求金額：定款第５５条第２項の規定に基づき、下表のとおり（単位：

千円／消費税不課税）



請求対象 請求金額（千円） 

北海道電力ネットワーク株式会社 385,576 

東北電力ネットワーク株式会社 1,008,447 

東京電力パワーグリッド株式会社 3,546,257 

中部電力パワーグリッド株式会社 1,667,650 

北陸電力送配電株式会社 360,333 

関西電力送配電株式会社 1,770,932 

中国電力ネットワーク株式会社 747,120 

四国電力送配電株式会社 331,797 

九州電力送配電株式会社 1,065,748 

沖縄電力株式会社 91,393 

③ 請求書：別紙２のとおり

④ 請求日（予定）：２０２１年４月７日（水）

⑤ 請求書発行方法：当機関にて請求書を発行し、一般送配電事業者たる会

員１０者へ発送 

⑥ 支払期限：２０２１年４月２６日（月）

＜参照条文＞ 

○定款（抄）

（会費）

第５４条 会員は、毎年度、会費の請求の通知を受けてから１か月以内に、

会費を納入しなければならない。 

２ 会費の額は、会員ごとに平等とし、総会の開催及び会員への事務連

絡に係る費用並びに会員数等を基礎として、理事会の議決により定め

る。 

３ 本機関は、既納の会費は返還しない。

（特別会費） 

第５５条 一般送配電事業者たる会員は、前条の会費とは別に、毎年度、

特別会費を納入しなければならない。 

２ 特別会費の額は、本機関の運営に必要な資金の総額から、前条の会

費による収入及び第５９条に規定する剰余金を差し引いた額並びに一

般送配電事業者たる会員の供給区域の需要電力量等を基礎として、理

事会の議決により定める。 

３ 本機関は、既納の特別会費は返還しない。 



【添付資料】 

別紙１：２０２１年度会費請求書 

別紙２：２０２１年度特別会費請求書 

※別紙１及び別紙２については、業務規程第５条第２項第３号に掲げるも

の（本機関の業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの）及び

情報管理規程第４条の規定に基づく秘密情報（外部秘）に該当するため、

非公表とする。 

以 上 


